
 

第四十二号の七様式（第八条の二関係）（昇降機用）（Ａ４）  

 

建築基準法第 87 条の２において準用する同法第 18 条第２項の規定による  

計画通知書（昇降機）  

（第一面）  

 

 建築基準法第 87 条の４において準用する同法第 18 条第２項の規定により計

画を通知します。  

 

 建築主事           様  

第       号  

 年  月  日  

通知者官職           印  

 

 

※手数料欄  

 

※受付欄  

 

※決裁欄  

 

※確認番号欄  

 

 年  月  日  

  

 年  月  日  

 

第       号  

 

第       号  

 

係員印  

 

係員印  

 

（注意）  

１．第２面として別記第８号様式（昇降機用）の第２面に記載すべき事項を記

載した書類を添えてください。  

２．別記第８号様式（昇降機用）の（注意）に準じて記入してください。  



 

（第二面 ）  

 
【１．設 置者】  

【イ．氏 名のフ リガ ナ】  
【ロ．氏 名】  
【ハ．郵 便番号 】  
【ニ．住 所】  
【ホ．電 話番号 】  

 
【２．代 理者】  

【イ．資 格】  （   ） 建築士    （     ） 登録 第    号  
【ロ．氏 名】  
【ハ．建 築士事 務所 名】  （   ） 建築士 事務 所（   ）知事 登録 第    号  
 
【ニ．郵 便番号 】  
【ホ．所 在地】  
【ヘ．電 話番号 】  

 
【３．設 計者】  
  （代 表とな る設 計者）  

【イ．資 格】  （   ） 建築士    （     ） 登録 第    号  
【ロ．氏 名】  
【ハ．建 築士事 務所 名】  （   ） 建築士 事務 所（   ）知事 登録 第    号  
 
【ニ．郵 便番号 】  
【ホ．所 在地】  
【ヘ．電 話番号 】  
【ト．作 成した 設計 図書】  
 
（その他 の設計 者）  
【イ．資 格】  （   ） 建築士    （     ） 登録 第    号  
【ロ．氏 名】  
【ハ．建 築士事 務所 名】  （   ） 建築士 事務 所（   ）知事 登録 第    号  
 
【ニ．郵 便番号 】  
【ホ．所 在地】  
【ヘ．電 話番号 】  
【ト．作 成した 設計 図書】  
 
【イ．資 格】  （   ） 建築士    （     ） 登録 第    号  
【ロ．氏 名】  
【ハ．建 築士事 務所 名】  （   ） 建築士 事務 所（   ）知事 登録 第    号  
 
【ニ．郵 便番号 】  
【ホ．所 在地】  
【ヘ．電 話番号 】  
【ト．作 成した 設計 図書】  
 
【イ．資 格】  （   ） 建築士    （     ） 登録 第    号  
【ロ．氏 名】  
【ハ．建 築士事 務所 名】  （   ） 建築士 事務 所（   ）知事 登録 第    号  
 
【ニ．郵 便番号 】  
【ホ．所 在地】  
【ヘ．電 話番号 】  
【ト．作 成した 設計 図書】  

 



 

 

【４．工 事施工 者】  
【イ．氏 名】  
【ロ．営 業所名 】  建設業の 許可（     ）第     号  
 
【ハ．郵 便番号 】  
【ニ．所 在地】  
【ホ．電 話番号 】  

 
【５．設 置する 建築 物又は工 作物】  

【イ．所 在地】  
【ロ．名 称のフ リガ ナ】  
【ハ．名 称】  
【ニ．用 途】  

 
【６．昇 降機の 概要 】  （番 号     ）  

【イ．種 別】  
【ロ．用 途】  
【ハ．積 載荷重 】  
【ニ．最 大定員 】  
【ホ．定 格速度 】  
【ヘ．そ の他必 要な 事項】  

 
【７．工 事着手 予定 年月日】     年  月  日  

 
【８．工 事完了 予定 年月日】     年  月  日  

 
【９．特 定工程 工事 終了予定 年月日 】     （ 特定工 程）  

（第   回）    年  月  日  （         ）  
（第   回）    年  月  日  （         ）  

 
【 10．備考】  

 



 

（注意）  
１．各面 共通関 係  

数字は算 用数字 を、単 位はメー トル法 を用い てくださ い。  
２．第一 面関係  

①申請者 の氏名 の記載 を自署で 行う場 合にお いては、 押印を 省略す ることが できま す。  
②※印の ある欄 は記入 しないで くださ い。  

３．第二 面関係  
①  設 置 者 が ２ 以 上 の と き は 、 １ 欄 は 代 表 と な る 設 置 者 に つ い て 記 入 し 、 別 紙 に 他 の 設

置者につ いてそ れぞれ 必要な事 項を記 入して 添えてく ださい 。  
②  設 置 者 か ら の 委 任 を 受 け て 申 請 を 行 う 者 が い る 場 合 に お い て は 、 ２ 欄 に 記 入 し て く

ださい。  
③  ２ 欄 及 び ３ 欄 は 、 代 理 者 又 は 設 計 者 が 建 築 士 事 務 所 に 属 し て い る と き は 、 そ の 名 称

を 書き 、 建 築 士事 務 所 に 属し て い な いと き は 、 所在 地 は そ れぞ れ 代 理 者又 は 設 計 者の
住所を書 いてく ださい 。  

④  ３ 欄 は 、 代 表 と な る 設 計 者 並 び に 申 請 に 係 る 昇 降 機 に 係 る 他 の す べ て の 設 計 者 に つ
いて記入 してく ださい 。記入欄が不足する場合には、別紙に必要な事項を記入して添えてく
ださい。  

⑤  ４ 欄 は 、 工 事 施 工 者 が ２ 以 上 の と き は 、 代 表 と な る 工 事 施 工 者 に つ い て 記 入 し 、 別
紙 に他 の 工 事 施工 者 に つ いて そ れ ぞ れ必 要 な 事 項を 記 入 し て添 え て く ださ い 。 工 事施
工者が未 定のと きは、 後で定ま ってか ら工事 着手前に 届け出 てくだ さい。  

⑥  ６ 欄 は 、 複 数 の 昇 降 機 に つ い て 同 時 に 申 請 す る 場 合 に は 、 申 請 す る 昇 降 機 ご と に 通
し 番号 を 付 し た上 で 、 第 二面 に は 第 １番 目 の 昇 降機 に つ い て記 入 し 、 第２ 番 目 以 降の
昇 降機 に つ い ては 、 別 紙 に必 要 な 事 項を 記 入 し て添 え て く ださ い 。 こ の際 に は 、 添付
する図面 にもそ の番号 を明示し てくだ さい。  

⑦  ６欄 の「イ」は、「 エレベー ター」、「 エス カレータ ー」又は「 小荷 物専用昇 降機 」
の別を、「 ロ」は、「 乗 用」、「寝台 用」又は「 自動車運 搬用」の 別を記 入し、「ニ 」
は、乗用 エレベ ーター 及び寝台 用エレ ベータ ーについ てのみ 記入し てくださ い。  

⑧  ６ 欄 の 「 ヘ 」 は 、 エ ス カ レ ー タ ー 、 小 荷 物 専 用 昇 降 機 の 概 要 を 、 ま た 、 認 証 型 式 部
材 等製 造 者 が 製造 し た 当 該認 証 に 係 る型 式 部 材 等を 有 す る 場合 は 認 証 番号 を 記 入 して
ください 。  

⑨  申 請 に 係 る 昇 降 機 を 設 置 す る 建 築 物 又 は 工 作 物 の 確 認 済 証 番 号 、 確 認 済 証 交 付 年 月
日及び確 認済証 交付者 が把握で きる場 合には 、 1 0 欄に記入 してく だ さい。  

⑩  建 築 物 に 関 す る 確 認 申 請 と 併 せ て 申 請 す る 場 合 に は 、 ６ 欄 に 記 載 し た も の を 第 二 号
様式に追 加添付 すれば 、この様 式を別 途提出 する必要 はあり ません 。  

⑪  計画 の変更 申請の 際は、 1 0 欄に変更の 概 要につい て記入 してく ださい。  
⑫  こ こ に 書 き 表 せ な い 事 項 で 特 に 確 認 を 受 け よ う と す る 事 項 は 、 別 紙 に 記 載 し て 添 え

てくださ い。  
 
 

  

 


